
第４９号議案 

 

 

町田市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年(２０２２年)６月２日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例 

町田市保健所関係手数料条例（平成２２年１２月町田市条例第３６号）の一部を次

のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 金額 

略 略 

１２４から１３３まで 削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 略 
 

名称 金額 

略 略 

１２４から１３１まで 削除  

１３２ 東京都ふぐの取扱い

規制条例（昭和６１年東京都

条例第５１号）第１７条第２

項の規定に基づく届出済票

交付手数料 

１件につ

き ３，０

００円 

１３３ 東京都ふぐの取扱い

規制条例第１７条第４項の

規定に基づく届出済票再交

付手数料 

１件につ

き ２，４

００円 

略 略 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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